
 

受動喫煙防止対策強化事業について 

 

事務内容 
2019年 

3月 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年 

1月 
2月 3月 4月 

 国  

 

 

 

 

 健康対策課  

制度周知 

 

 

県有施設 

 

 

相談・指導等 

 

 

 保健所  

相談・指導等 

 

届出受付 

    ◎         ◎ 

 

7/1改正法一部施行 

（第一種施設） 

4/1改正法全面施行 5/28 

国主催 

説明会 

県有施設対応調整・ 

取りまとめ 

5/30 

保健所 

市町村 

説明会 

喫煙所設置・撤去 （第二種施設については 2020年 4月 1日までに対応） 

業務マニュアル作成

喫煙所設置・撤去 

事務処理要領・ガイドライン等

業務マニュアル作成喫煙所設

置・撤去 

広報・啓発

資材作成 

（相談・届出・立入検査・指導状況等）情報管理システム構築 システム導入・運用 

（既存特定飲食提供施設届出受付 ※開始時期未定） 

相談等対応 相談対応、義務違反施設等対応（通報受付、立入検査、指導等） 

施設等管理権原者・関係団体（飲食店関係者等）を対象にした説明会 

（3回程度） 

 

義務違反施設等に対する行政処分等業務（勧告、命令、公表、罰則適用） 

全面施行に向けた対応検討（人員、予算措置等） 

立入検査証交付 

業務説明会（2回程度） 

資料２－２ 


